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国際海洋法分野における GIS の利用について

中川智治（福岡工業大学社会環境学部社会環境学科）

Using GIS in the Field of International Law of the Sea
Tomoharu NAKAGAWA (Department of Socio-Environmental Studies, 

Faculty of Socio-Environmental Studies, FIT)

There are certain areas that GIS, a system for the mapping of geographic information, plays a positive 
role in the international law. The maritime delimitation and the establishment of the outer limits of the con-
tinental shelf beyond 200 nautical miles are the most illustrative fields of the use of GIS. This article explains 
GIS and the related other notions such as geodetic datum, satellite navigation, satellite AIS and mapping of 
geographic information in order to use GIS for research and education in the field of international law of the 
sea and also shows the examples of using geoinformation.

キーワード：地理情報システム（GIS）、測地系、衛星測位、AIS
Keywords: Geographic Information System (GIS), Geodetic Datum, Satellite Navigation, AIS

1. はじめに

これまで国際法学を学ぶ上で、地理情報システ

ム(Geographical Information System、以下、GIS と

称する)が必要とされることは特になかったと言

ってよい 1。しかしながら、国際法学が研究対象

とする実際の国家実行等では、近年 GIS が活用さ

れている現実がある。例えば、海洋境界画定にお

いては、既に 1970年代からコンピュータが海洋境

界画定において用いられはじめ、現在では GISが

用いられている 2。また、国連海洋法条約（以下、

UNCLOSと称する）の附属書Ⅱによって設置され

る大陸棚限界委員会（以下、CLCS と称する）に

おいても、UNCLOS締約国が同条約に従って 200
海里以遠の延伸大陸棚申請において用いるデータ

と資料について、可能であるならば GIS データベ

ースを利用して CLCS に提出することが求められ

ている 3。

本稿では、このような国家実行等における GIS
利用の進展について、国際法学の立場から、GIS
利用の可能性について検討を行いたい。

まず検討を始める前に、国際法学において馴染

みのない GIS の定義について確認しておきたい。

現在、GIS にはいくつかの定義がある。例えば、

人文地理学会が編集した『人文地理学事典』（2013
年）では、GIS を「広く地域の管理や計画に関わ

る意思決定を支援する目的で、地理情報の体系的

な取得と構築、保存と管理、分析、総合、表示と

伝達などの処理作業をコンピュータにより系統的

に行うシステムまたはソフトウエアをさす」と定

義する 4。また、山本正三ほか編集の『人文地理

学辞典（普及版）』（2012年）では、GIS を「地図

（地域）と属性（主題）の情報を個別的に管理す

るのではなく一元的に管理し、空間的な情報の統

合を行う意思決定支援システム」と定義する 5。

両定義に共通するのは、利用目的が「意思決定支

援」にある点と「地理情報の体系的な取得と構築、

保存と管理、分析、総合、表示と伝達などの処理

作業」をコンピュータにより行うという点である。

そこで本稿では、GIS を「地理情報、すなわち地

図や統計情報など、空間的な位置と関係づけられ

る情報を同一の座標系のもとに一元的に管理し、

種々の目的のために効率的かつ合理的に利用する

ことを支援する計算機システム」として理解して

以下の記述を進めることにする 6。

では、GIS において一元的に管理されうる地理

情報として、国際法上どのような内容を挙げるこ

とができるのであろうか？そもそも、国際法は国

際社会における空間秩序としての側面を有する。

それは、国際法が、地球における各国際法主体に

よる空間支配の法的な根拠について規律している

からである。それゆえ、地球上のある地点につい

て国際法上検討を加えるということは、座標点と

して表されるその地点について国際法上の検討を

加えているともいえる。その意味で国際法は、座

標点の集合としての空間を秩序づける法というこ

ともでき、内在的には測量学及び測地学の成果と

密接に結びついているといえよう。

国際法上、この座標点が明示的に用いられてい

る分野としては、先に指摘したように国際海洋法

分野をあげることが出来る。例えば、UNCLOSで

は、基線や航路帯など UNCLOSに従って海の上に

設定される様々な法制度について、海図(charts)あ
るいは地理学的経緯度の表(list of geographical co-
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来る。日本の周辺海図を作成する場合には、日本

海洋データセンターを通じて公表されている

500m メ ッ シ ュ 海 底 地 形 デ ー タ(J-EGG500:
JODC-Expert Grid data for Geography)を利用するこ

とが出来る。一方、全世界をカバーする形で提供

されている無償データとしては、米国地球物理デ

ータセンター(NGDC)から提供されている岸線デ

ータ(GSHHG)や国際水路機関(IHO)とユネスコ政

府間海洋学委員会(IOC/UNESCO)が共同で推進し

ている海底地形総図（General Bathymetric Chart of
the Oceans、以下、GEBCO と称する）がある。

GEBCO は、1 分角及び 30 秒角の水深グリッドデ

ータ(Gridded Bathymetric Data)をラスタのデータ

形式で提供している。なお、ここにいう 1 分角グ

リッドデータとは 1,852m 格子であり、30 秒角グ

リッドデータとは 926m 格子のデータである。デ

ータには各座標点の標高または水深データが入っ

ており、グリッド値としてこのデータを GIS に取

り込み処理することによって海域図を作成するこ

とができる。

一方、GIS で利用する座標については、次のよ

うな注意を要する。即ち、地球上での位置（座標）

を表現するためには、地球に固定された何らかの

座標系が前提とされている 14。この座標系につい

て、土屋ほか『GNSS 測量の基礎』では「座標系

は、本質的に約束事なので無数の与え方があるが、

地表付近の物体の三次元位置を表すには、経度・

緯度・高さという３組の座標を用いる測地座標系

(geodetic coordinate system)が良く使われる。この

測地座標系では、地球全体の形を良く近似する回

転楕円体を地球に固定したと想定し、物体を楕円

体に投影して、緯度、経度、高さを定義する。す

なわち、物体から楕円体におろした垂線の長さが

楕円体高(ellipsoidal height)、その垂線の延長と楕

円体の赤道面がなす角度が測地緯度(geodetic lati-
tude)、その垂線を含む楕円体の子午面が楕円体の

原初子午面となす角度が測地経度(geodetic longi-
tude)であるとされ、測地経緯度は地理学的経緯度

とも呼ばれる」と説明している 15。

日本では、このような測地座標系として 1884
（明治 17）年以降、日本測地系(Tokyo Datum)を配

置していた。この日本測地系の経緯度の原点（三

角点）は、東京麻布にある日本経緯度原点である。

原点の緯度は明治初期に天文観測によって得られ

た点を利用し、この原点から国内隅々に三角網が

組まれていた。一方、高さの基準（水準原点）は、

1873（明治 6）年から 1879（明治 12）年までの験

潮記録をもとに決定された東京湾平均海面(TP)を
基準として標高を決定していた 16。そして、測量

の結果得られた経緯度を、ベッセルが唱えた地球

楕円体(Earth ellipsoid)に準拠させていた 17。

ところが、2001（平成 13）年 6 月 20 日に公布

された「測量法及び水路業務法の一部を改正する

法律（平成 14 年 4 月 1 日施行）」によって、従来、

地理学的経緯度を測るために使用されていた日本

測地系は、世界測地系へと変更されている 18。

この世界測地系は、地球に固定された直交座標

系で、原点は地球重心とする。世界測地系には大

きく分けて２種類あり、一つは、地心測地座標系

と区分されるもので、数箇所の観測点の直交座標

点（x, y, z）に対して衛星観測によって与えられた

地球重心位置座標を与えることで座標系を構築す

るもので、例としては WGS84(World Geodetic 
System 1984)がある。もう一つは、地心直交座標

系と区分されるもので、宇宙測地技術を活用して、

地球の重心を中心とする三次元直交座標を全世界

の宇宙測地観測局で計測し、その網平均計算を実

施することで座標系を構築するもので、その例と

して ITRF94(International Terrestrial Reference Frame 
1994)がある。

従来の日本測地系では、日本経緯度原点におい

て天文観測により経緯度を測り、測った経緯度を

ベッセル楕円体の同経緯度の点に合わせ、その点

で楕円体表面の法線と日本経緯度原点における鉛

直線を一致させて投影を行っている 19。ところが、

日本経緯度原点における鉛直線はジオイド面の傾

斜のため傾いていた。また、国内の三角点におけ

る鉛直線も同じようにジオイド面の傾斜の影響を

受けてしまっていた。そのため、日本測地系にお

いて計測された経緯度は、世界測地系では違う経

緯度に変換する必要が生じたのである。

このような誤差の問題は、とりわけ、GPS(Global
Positioning System)などの GNSS(Global Navigation 
Satellite System)を利用するようになって明確とな

ったとされている。しかしながら、国際法学にお

いて、このような測位の精度についてはこれまで

注目されていない。このような地理学的経緯度の

表現精度の問題は、国際法上何か問題を引き起こ

すのであろうか？海上における座標の位置精度の

向上と表現精度の観点から以下考えてみたい。

3. 海上における測位精度の向上及び表現精度

海上における位置の測位精度との関連で注目す

るべきは、1768年に始まるキャプテン・クックの

探検であるといわれる 20。キャプテン・クックの

探検では、月距法、六分儀及びクロノメーターが

使用され、当時としては高精度の地図（海図）を

作成していたからである。その後、海上における

位置の測位精度は、20世紀に入ってから陸上の無

線局からの電波を利用するレーダ(Rader)、ロラン

(Loran)、デッカ(Decca)そしてオメガ(Omega) の各
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ordinates of points)を通じて公表するものと定めて

いる。なお、領海の基線、領海の限界線及び領海

の境界画定線については、海図又は地理学的経緯

度の表を適当に公表するだけでなく、国連事務総

長に寄託することが求められている。そして寄託

された海図又は地理学的経緯度の表は、国連事務

局法務部(Office of Legal Affairs, United Nations 
Secretariat)の海事・海洋法課(Division of Ocean 
Affairs and Law of the Sea、以下、DOALOSと称す

る)が発行している『海洋法要報(The Law of the Sea 
Bulletin)』及び『海洋法情報回章(Law of the Sea 
Information Circular: LOSIC)』のウェブサイトを通

じて公表されている 7。また、海洋境界画定では、

海図上での境界線の明示や地理的経緯度の一覧表

の提示の方式が用いられている 8。最近では、2010
年 9 月 15 日に署名されたノルウェー・ロシア間の

バレンツ海及び北極海における海洋境界画定及び

協力に関する協定のように、境界線の概略図が作

成されホームページ等を通じて公表されることも

ある（図１参照）9。このように国際法、とりわけ

国際海洋法分野では、GIS において一元的に管理

されうる国際法上の地理情報が確かに存在する。

そこで本稿では、国際法学、とりわけ国際海洋

法分野における GIS利用の可能性について整理を

試みたい。まず初めに、GIS で用いる地理情報と

座標系について簡潔に概観し、次に、海上におけ

る測位精度の向上及び表現精度の観点から過去の

海洋境界画定協定について検討する。そして最後

に、国際海洋法分野における GIS 利用の可能性に

ついて指摘してみたい。

2. GIS で用いる地理情報と座標系

先の定義で見たように、GIS では、ベースとな

る地図情報の上に、地図に関連づけられた他の情

報（地理情報）を組み合わせて利用する 10。

この場合、GIS で利用する地理情報は、データ

形式として、大別すると２種類あると言われてい

る 11。一方のデータ形式は、地理情報を XY 座標

で構成される図形で表現したデータで、ベクター

(vector)と呼ばれている。ベクターデータは、さら

に点（point）、線（line）及び面（polygon）とその

タイプによって別の呼び名で呼ばれている。それ

ぞれのタイプの個々のベクターデータは、それぞ

れ主題ごとに現実の世界に存在する何かを地点毎

にモデル化したものであり、フィーチャー(feature)
とも呼ばれる 12。各フィーチャーはそれぞれの集

合ごとにフィーチャークラスと呼ばれる。また、

各フィーチャークラスは、ベースとなる地図の上

にデータとして何層にも重ねられるのでレイヤ

（層）とも呼ばれる。

もう一方のデータ形式は、ラスタ(raster)と呼ば

れている。ラスタデータは、縦・横に格子状(grid)
に規則正しく配列されたセル(cell)を単位として

モデリングされたデータである。そのためラスタ

データの場合、同じ現実世界の範囲の情報であっ

たとしても、セルのサイズによって、その現実世

界のモデリングの精度が異なってくる。ちなみに、

同一の範囲を表示している場合、セルサイズが小

さくなると、ラスタデータの列(column)と行(row)
が多くなり、解像度(resolution)は良くなる。GIS
では、このようなベクターデータ及びラスタデー

タ等を何層にも組み合わせて利用することになる。

なお、GIS で用いる場合ラスタデータには地図投

影法に基づいて位置情報（座標）が与えられてい

なければならない。

GIS で利用可能なデータは様々な機関から提供

されている 13。例えば、国内であれば、国土地理

院が運営している「地理空間情報ライブラリー

（geolib.gsi.go.jp）」を通じて多くのデータにアク

セスすることが出来る。また、海洋関連のデータ

に つ い て は 、「 日 本 海 洋 デ ー タ セ ン ター

(www.jodc.go.jp)」を通じてアクセスすることが出

図１

2010年のノルウェー・ロシア間協定

に示された境界線の参考図

Source: https://www.regjeringen.no/ globalas-
sets/upload/ud/kart/kart_100914_ny.gif (Last 
visited: 28 Aug 2015).
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来る。日本の周辺海図を作成する場合には、日本

海洋データセンターを通じて公表されている

500m メ ッ シ ュ 海 底 地 形 デ ー タ(J-EGG500: 
JODC-Expert Grid data for Geography)を利用するこ

とが出来る。一方、全世界をカバーする形で提供

されている無償データとしては、米国地球物理デ

ータセンター(NGDC)から提供されている岸線デ

ータ(GSHHG)や国際水路機関(IHO)とユネスコ政

府間海洋学委員会(IOC/UNESCO)が共同で推進し

ている海底地形総図（General Bathymetric Chart of 
the Oceans、以下、GEBCO と称する）がある。

GEBCO は、1 分角及び 30 秒角の水深グリッドデ

ータ(Gridded Bathymetric Data)をラスタのデータ

形式で提供している。なお、ここにいう 1 分角グ

リッドデータとは 1,852m 格子であり、30 秒角グ

リッドデータとは 926m 格子のデータである。デ

ータには各座標点の標高または水深データが入っ

ており、グリッド値としてこのデータを GIS に取

り込み処理することによって海域図を作成するこ

とができる。

一方、GIS で利用する座標については、次のよ

うな注意を要する。即ち、地球上での位置（座標）

を表現するためには、地球に固定された何らかの

座標系が前提とされている 14。この座標系につい

て、土屋ほか『GNSS 測量の基礎』では「座標系

は、本質的に約束事なので無数の与え方があるが、

地表付近の物体の三次元位置を表すには、経度・

緯度・高さという３組の座標を用いる測地座標系

(geodetic coordinate system)が良く使われる。この

測地座標系では、地球全体の形を良く近似する回

転楕円体を地球に固定したと想定し、物体を楕円

体に投影して、緯度、経度、高さを定義する。す

なわち、物体から楕円体におろした垂線の長さが

楕円体高(ellipsoidal height)、その垂線の延長と楕

円体の赤道面がなす角度が測地緯度(geodetic lati-
tude)、その垂線を含む楕円体の子午面が楕円体の

原初子午面となす角度が測地経度(geodetic longi-
tude)であるとされ、測地経緯度は地理学的経緯度

とも呼ばれる」と説明している 15。

日本では、このような測地座標系として 1884
（明治 17）年以降、日本測地系(Tokyo Datum)を配

置していた。この日本測地系の経緯度の原点（三

角点）は、東京麻布にある日本経緯度原点である。

原点の緯度は明治初期に天文観測によって得られ

た点を利用し、この原点から国内隅々に三角網が

組まれていた。一方、高さの基準（水準原点）は、

1873（明治 6）年から 1879（明治 12）年までの験

潮記録をもとに決定された東京湾平均海面(TP)を
基準として標高を決定していた 16。そして、測量

の結果得られた経緯度を、ベッセルが唱えた地球

楕円体(Earth ellipsoid)に準拠させていた 17。

ところが、2001（平成 13）年 6 月 20 日に公布

された「測量法及び水路業務法の一部を改正する

法律（平成 14 年 4 月 1 日施行）」によって、従来、

地理学的経緯度を測るために使用されていた日本

測地系は、世界測地系へと変更されている 18。

この世界測地系は、地球に固定された直交座標

系で、原点は地球重心とする。世界測地系には大

きく分けて２種類あり、一つは、地心測地座標系

と区分されるもので、数箇所の観測点の直交座標

点（x, y, z）に対して衛星観測によって与えられた

地球重心位置座標を与えることで座標系を構築す

るもので、例としては WGS84(World Geodetic 
System 1984)がある。もう一つは、地心直交座標

系と区分されるもので、宇宙測地技術を活用して、

地球の重心を中心とする三次元直交座標を全世界

の宇宙測地観測局で計測し、その網平均計算を実

施することで座標系を構築するもので、その例と

して ITRF94(International Terrestrial Reference Frame 
1994)がある。

従来の日本測地系では、日本経緯度原点におい

て天文観測により経緯度を測り、測った経緯度を

ベッセル楕円体の同経緯度の点に合わせ、その点

で楕円体表面の法線と日本経緯度原点における鉛

直線を一致させて投影を行っている 19。ところが、

日本経緯度原点における鉛直線はジオイド面の傾

斜のため傾いていた。また、国内の三角点におけ

る鉛直線も同じようにジオイド面の傾斜の影響を

受けてしまっていた。そのため、日本測地系にお

いて計測された経緯度は、世界測地系では違う経

緯度に変換する必要が生じたのである。

このような誤差の問題は、とりわけ、GPS(Global 
Positioning System)などの GNSS(Global Navigation 
Satellite System)を利用するようになって明確とな

ったとされている。しかしながら、国際法学にお

いて、このような測位の精度についてはこれまで

注目されていない。このような地理学的経緯度の

表現精度の問題は、国際法上何か問題を引き起こ

すのであろうか？海上における座標の位置精度の

向上と表現精度の観点から以下考えてみたい。

3. 海上における測位精度の向上及び表現精度

海上における位置の測位精度との関連で注目す

るべきは、1768年に始まるキャプテン・クックの

探検であるといわれる 20。キャプテン・クックの

探検では、月距法、六分儀及びクロノメーターが

使用され、当時としては高精度の地図（海図）を

作成していたからである。その後、海上における

位置の測位精度は、20世紀に入ってから陸上の無

線局からの電波を利用するレーダ(Rader)、ロラン

(Loran)、デッカ(Decca)そしてオメガ(Omega) の各
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方式と衛星からの電波を利用する NNSS(Navy 
Navigation Satellite System)及び GPSなどといった

方式による船舶位置の決定が可能になり急激に向

上している 21。

これらの電波による船舶位置の測位方式のすべ

てが、地球上すべての海上において常時等しく利

用できていたわけではない。たとえば、陸上の無

線局からの電波を利用する方式では、利用する方

式によって無線局から船舶までの距離に依存して

測位可能であるかどうかが区別される。ロラン C
の場合、陸上から 1,500kmぐらいの距離をカバー

するものの、測位精度の誤差は 50ｍほどあるとさ

れている 22。一方、地球上を周回する衛星からの

電波を利用する NNSSの場合、地球全体をカバー

するものの、測位制度の誤差は 100ｍほどあった

とされている 23。このような海上における位置の

測位誤差の問題は、海図の上ではどのように理解

されるのであろうか？

そもそも海図には、航海用海図、電波航法用海

図、電子海図及び水路特殊図など様々な種類の海

図が存在している 24。そして航海用海図と言って

も、縮尺により、1/400 万よりも小縮尺の総図

(General Chart)、1/100 万よりも小縮尺の航洋図

(Sailing Chart)、1/30 万よりも小縮尺の航海図

(General Chart of Coast)、1/5 万よりも小縮尺の海岸

図(Coastal Chart)及び 1/5万未満の大縮尺の港泊図

(Harbour Plan)の５つに分類されている。一方、国

際海事機関(IHO)によると、1/200 万よりも縮尺が

小さい海図を小縮尺海図、1/200 万から 1/7.5 万を

中縮尺海図、1/7.5万以下を大縮尺海図と分類され

ている 25。念のため、海図の縮尺と実際の距離と

の関連を確認しておくと、1/100 万の海図の場合、

海図上の 1mm が実際上の 1,000mに該当している

ことになる。

現在、海上における位置の測位精度は、船舶搭

載の DGPS(Differential GPS)を使用した場合で

1-2m であるとされている 26。一方、18世紀から使

用されている六分儀(Sextant)を用いて海上におけ

る天体観測による位置の測位精度は、2-5km であ

るとされている 27。このような位置の測位精度の

違いは、どのような問題を引き起こすのであろう

か？例えば、現在の DGPSの測位誤差の 1-2m は、

1/100万の海図上では0.001-0.002mmとして表現さ

れ、肉眼では到底その違いを理解できない差とな

る。一方の六分儀の測位誤差 2-5km は、1/100 万

の海図上では 2-5mm として表現されることにな

る。

では仮に、海図上でその違いを肉眼において判

別できる最小の長さの単位が 1mm であると考え

た場合、現在の DGPS の測位誤差である 1-2m が

海図上の 1mm として表示される縮尺はといえば、

1/1,000 から 1/2,000 の縮尺の海図ということにな

り、この場合、六分儀の測位誤差である 2-5kmが

海図上の 1mm として表現される縮尺は 1/200 万

-1/500 万ということになる。よって、2,000-2,500
倍の違いがある。

では、このような測位精度と海図縮尺という観

点からこれまでに締結されてきた海洋境界画定協

定を検討してみた場合、何らかの問題を発見する

ことは可能なのであろうか？

たとえば、2003 年 2 月 17 日に署名されたキプ

ロス・エジプト間の排他的経済水域（以下、EEZ
とする）の境界画定に関する協定では、第１条に

おいて、両国間の EEZの境界画定について両国の

基線から測って等距離の点を用いること、中間線

は８つの地理学的経緯度の点によって示すこと、

中間線は1/110万のイギリス海図に記載すること、

さらに精度のよいデータが得られるようになった

場合には、中間線の測位精度の更なる改善を行う

こと等を規定している 28。先に見たように、この

場合、1/110万のイギリス海軍公式水路海図に記載

される中間線は 1mm 幅で 1,100mに該当する精度

で記載されている。そのため、キプロス・エジプ

ト EEZの中間線の精度は、現在の電波による船舶

位置の測位方式の精度には対応していないという

ことになる。

この海洋境界画定において用いられている地理

学的経緯度その他の情報には問題はないのであろ

うか？この点を踏まえて、各国による海洋境界画

定協定を見てみると次のような分類が可能である。

まず第一に、経緯度が示されているが、測地系

が示されていない場合がある。例えば、1969年 9
月 20日に締結されたイラン・カタール間の大陸棚

境界画定協定においては、第１条において経緯度

が示されているものの、その経緯度を測位した測

地系は明示されていない 29。ところが、参照する

海図に関しては、イギリス海図第 2837番と明示が

ある。ただし、海図の刊行年についての明示がな

い。この点、1971 年 8 月 20 日に署名されたイタ

リア・チュニジア間の大陸棚境界画定では、附属

書にて経緯度が示され、経緯度を測るために用い

る測地系が示されていないという点では、1969年
のイラン・カタール間の大陸棚境界画定協定と同

じではあるが、経緯度を示すために用いる海図に

ついては、1/75 万縮尺のイタリア海図第 260 番

（1963 年）の 1973 年複製版が用いられることが

示されている 30。一方、1974 年 1 月 29 日に締結

されたフランス・スペイン間のビスケー湾の大陸

棚境界画定協定では、第２条において経緯度が示

され、測地系については何ら明示がないという点

では先に見たイラン・カタール間の大陸棚境界画

定協定と同じではあるが、参照する海図に関して
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は、1972 年に発行されたフランス海図第 5381 番

が用いられることが示されているだけで、その縮

尺についての指示はない 31。

第二に、経緯度が示され、測地系が明示されて

いるが、参照する海図については何ら指示がない

場合がある。例えば、北海大陸棚事件の後に締結

された 1971年のデンマーク・ドイツ間の境界画定

協定では、経緯度と共にヨーロッパ測地系

(European Datum 1950)が用いられることが明記さ

れている 32。しかしながら、同協定では、境界線

を明示する海図の添付はなく、利用する海図につ

いての明示もなかった。

第三に、経緯度が示され、測地系が明示されて

いるが、参照する海図の発行国については指示が

あるが、参照する海図番号等の指示がなく参照海

図が特定されていない場合がある。座標系を示し

た上で経緯度を用いた最も古い時期の協定として、

1957年のノルウェー・ソヴィエト間のファランゲ

ルフィヨルドの大陸棚境界画定協定がある。同協

定の附属書では、経緯度を測る測地系としてソヴ

ィエト測地系(Pulkovo 1932)を使用することを明

記している。また、同附属書には、1/10 万のノル

ウェー海図及びソヴィエト海図が添付されるとの

明示があるが、海図の番号や海図の発行年等の明

示はない 33。

このような境界画定協定毎に異なった条件の元

で示される境界線を同一の条件の下で示すために

はどのような手法が必要となるのであろうか？

先に見たように、地理学的経緯度を決定するた

めには、特定の測地系(geodetic datum)に従って経

緯度を測定する必要がある。一方、その測定され

た経緯度を海図等に記載するためには地球楕円体

に応じて投影する必要がある。このことは、条約

や判決等に添付されている海図には、測地系と海

図が依拠する地球楕円体（回転楕円体とも呼ばれ

る）という二つの科学的前提が結び付けられてい

ることを意味している。そのため、異なった回転

楕円体によって作図された２種類の海図において

示される同一の座標系の座標点が、現実における

座標値である保証はない。即ち、海図上では、座

標系を指定しただけでは、ある地点の地理座標値

は一意に決まらないことを意味している 34。この

ような海図上に示される座標点の現実の座標点に

おけるズレは、次のような問題を引き起こすこと

になる。即ち、異なった２枚の海図に示された座

標点を同一の海図に示そうとすると、座標変換作

業を行う必要がある 35。GIS を用いる上では、こ

のような測地系及び海図の特性を考慮して利用し

なければならない。

4. 国際海洋法分野における GIS 利用の可能性

さて、以上のような特性のある GIS であるが、

国際海洋法分野において GIS を利用することで、

これまで利用されていないどのようなデータ（地

理情報）を用いることができるのであろうか？

先に述べたように GISでは、ベースとなる地図デ

ータの上に、地図に関連づけられた他のデータを

組み合わせて利用する。そこで本稿では、船舶の

位置データ及び海底資源の埋蔵予測データの２つ

について若干の指摘を行いたい。

まず第一に、船舶の位置データの利用が可能に

なった背景として、2000 年 12 月に国際海事機関

(IMO)の海上安全委員会(MSC)において 1974 年海

上人命安全条約(以下、SOLAS と称する)が改正さ

れ、船舶自動識別装置(Automatic Identification 
System、以下、AISと称する)の搭載が義務化され

たことがある 36。AIS は VHF 無線を利用すること

もあり、その技術規格は国際電気通信連合(ITU)
の勧告 M.1371 及び国際電子標準会議(IEC)の規格

によって定められている 37。AIS では、船舶の識

別、船種、船位、針路、速力、航海状況及びその

他安全に関連する情報等について、他の AIS搭載

船舶及び陸上局との間で VHF 無線を利用して交

信を行うことで、船舶航行の安全を図ることを目

的としている。そして SOLAS では、国際航海に

従事する従事する総トン数 300 トン以上のすべて

の船舶、国際航海に従事しない総トン数 500 トン

以上の貨物船及び全ての旅客船について、AIS の

搭載義務を課している。これら搭載義務船は AIS
上 Class A と区分され、一方、搭載義務のない船

舶については、簡易型 AIS の搭載が推奨され AIS
上 Class Bと区分される。

AIS は基地局との交信に無線を利用しているこ

ともあり、水平方向に対しては、地球が丸いこと

の影響を受け、沿岸から 30 海里から 40 海里程度

までの範囲でしか行えないという制約がある。こ

れに対して、2008年に米国 ORBCOMM社が AIS
信号を受信する機材を搭載した衛星を打ち上げた

ことにより、沿岸から遠く離れた洋上を航行する

船舶についても AISデータを取得することが出来

るようになった 38。

AIS データには、船舶無線の呼出番号として利

用されている 9 桁の海上移動業務識別番号

(Maritime Mobile Service Identity、以下、MMSIと
称する)が含まれている。この MMSIは、ITU の勧

告 M.585によってその規格が定められており、国

ごとに割り振られた 3 桁の海上識別数字(Maritime 
Identification Digits、以下、MID と称する)と 6 桁の

船舶局識別からなる 39。そのため、この MMSIに
含まれている MID を利用することで特定の国の
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船舶だけを抽出することも可能となる 40。また、

AIS データの中に含まれる情報（Message ID）を

利用することで、Class A 船舶(Message ID: 1,2, 3 
and 5)とClass B船舶(Message ID: 18, 19 and 24)を区

別することが可能となっている。

次のページに示す図２は、カナダの Exact Earth
社が日本のEEZのAISデータとして販売している

データの中から、2014 年 9 月から 11 月の期間に

おける MID によって台湾船及び中国船と区分さ

れる AIS の位置データの中で、Class B船舶だけに

絞って視覚化したものである。また図２では、日

本の陸から 200 海里の線を作図し水色の線として

重ねて表示している。そのことにより船の位置と

太平洋側における日本の EEZ の関係がわかりや

すく判別できる図となっている。今回利用してい

るデータでは、2014 年 9 月から 11 月の AIS デー

タの総数が約 306万件あり、その内、Class A 船舶

のデータ数が、287万 7千件（全体の約 94.02%）

あり、Class B船舶のデータ数が約 4 万 1 千件（全

体の約 1.33%）あった。この Class B船舶として区

分される代表的な船舶は漁船であり、図２におい

て示されている点は、台湾漁船（黄色の点）及び

中国漁船（赤色の点）の AIS の位置データとして

推定することができる。このように日本の EEZに

おける国別の Class B 船舶の活動範囲の違いを比

較することは、海洋政策を考える上で有用な情報

と位置づけることも可能であろう。

もちろん、衛星 AISには、衛星が AIS 搭載船舶

の上空を通過している間しか AISの情報を取得す

ることができないという制約もあり、AIS データ

の常時取得可能という状況にはない 41。今後、さ

らに衛星が打ち上げられ AISデータの取得間隔が

短くなれば、船舶航路の把握精度はさらに向上し

ていくものと考えられる。また、別途、航空機や

衛星等によって撮影された写真など他のデータに

て補完することで、国際法上の分析に役立つデー

タとして利用することが可能になると思われる。

もう一つ別の利用できるベクターデータとして、

海底資源の埋蔵予測データをあげることができる。

例えば、米国地質調査所(United States Geological 
Survey)のサイトには、様々なデータがあり、その

一つに2008年7月に発表した北極圏の未発見資源

量評価プロジェクト「Circum-Arctic Resource Ap-
praisal (CARA)」のデータがある。このデータを先

に示した図１で示されていた境界線を GIS上で再

現し、そこに CARAのデータを重ね合わせたもの

が次のページに示す図３である 42。図１で示され

ていたノルウェー・ロシア間のバレンツ海及び北

極海における海洋境界を定めた協定では、越境炭

化水素鉱床（Transboundary Hydrocarbon Deposits）
について、「統合協定(Unitisation Agreement)」を作

成し、共同鉱区として開発することが同協定第５

条及び同協定附属書Ⅱにおいて定められている。

即ち、同協定の交渉過程において、バレンツ海海

図２ 
Exact Earth社が販売する日本の EEZ海域における船舶 AIS データから

Class Bの中国船及び台湾船の位置データを投影させた参考図

 
Source: exactAIS Archive Data, http://www.exactearth.com/; GEBCO_08 Grid version 20100927, 

http://www.gebco.net.
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底における未発見の炭化水素鉱床の存在が意識さ

れていたことが伺える協定内容となっている 43。

一方、ノルウェー外務省が公表した図１では、海

底資源の分布については、伺い知ることはできな

いが、CARAの成果を GIS 上で重ね合わせて図３

として表示させることで、2010年のノルウェー・

ロシア間のバレンツ海及び北極海における海洋境

界画定及び協力に関する協定の交渉過程において、

バレンツ海における海底資源分布状況が影響を与

えていた可能性を踏まえたうえで外交交渉過程の

研究を行うことが可能となると考えられる。

さらに、図３では先に紹介した GEBCO の 30
秒角水深測量グリッドデータを用いており、各グ

リッドの水深データも重ね合わされており、海底

地形の概略も伺い知ることができる。

5. おわりに

これまでの検討によって、様々な地理情報につ

いて GIS を用いて可視化することにより、これま

での国際海洋法分野で用いられてきた資料とは異

なる資料を用いての研究が可能であることが明ら

かになった。このようなデータを用いる研究手法

は、従来の条約、国際裁判における裁判資料や判

決あるいは各国の外交文書や国際機関等の決議や

報告書の類といった国際法研究において伝統的に

用いられてきた研究資料を用いる手法とは異なっ

ており、今後、利用が進むか否かについては未知

数である。

一方、今回の検討を通じて、地図の縮尺、座標

系、位置測位の精度など GIS に関連する前提知識

を用いることで、従来、国際海洋法分野では十分

に検討されてこなかった問題についてアプローチ

できることも明らかとなった。このような国際法

とは直接関連しないと思われる他の学問分野や技

術革新の流れを知ることで、国際条約等の内容が

今となっては不十分な内容となってしまっている

ことも明らかに出来たのではないかと考える。

条約、国際組織の決議あるいは各国の国内法制

など、GIS を用いて作成した資料を用いることで、

これまでの理解や解釈について異なったアプロー

チからの検討を加えることが可能となるかもしれ

ない。伝統的な国際法研究を補完する新たなアプ

ローチは今後、その有意性を慎重に見極めながら

利用していく価値があるといえよう。

*謝辞:本稿は､福岡工業大学総合研究機構平成

25-26年度研究の成果の一部である。
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